
 

○西予市育英会奨学金貸与条例施行規則 

平成28年３月24日 

規則第９号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、西予市育英会奨学金貸与条例(平成28年西予市条例第８

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(奨学金の申請) 

第２条 条例第７条の規定により奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申

請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 西予市奨学生願書(様式第１号) 

(２) 西予市奨学生推薦調書(様式第２号) 

(３) その他市長が必要と認める書類 

(育英会) 

第３条 市長は、条例第８条の選考を行うため、西予市育英会(以下「育英

会」という。)を置くことができる。 

(奨学生の決定) 

第４条 市長は、第２条の願書を受理したときは、前条に規定する育英会の選

考を経て奨学生を決定し、西予市育英会奨学生決定通知書(様式第３号)によ

り通知するものとする。 

(誓約書) 

第５条 前条の規定により決定通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、

当該通知を受けた日から20日以内に連帯保証人２人以上と連署した誓約書

(様式第４号)を市長に提出しなければならない。この場合において、連帯保

証人の１人を保護者又は保護者であった者とすることができる。 

２ 連帯保証人は、市内に住所を有し、独立の生計を営む成年者で、すべての

市税において、これを滞納していない者でなければならない。ただし、市長

がやむを得ないと認める場合は、市内に住所を有することを要しないものと

する。 

(提出書類) 

第６条 奨学生は、毎年度、在学証明書を市長に提出しなければならない。 

(異動届出) 

第７条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する理由が発生した場合は、直

ちに奨学生異動届(様式第５号)を市長に提出しなければならない。 

(１) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(２) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったと



 

き。 

(奨学金の減額及び辞退) 

第８条 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を奨学生辞退(減額)届(様

式第６号)により申し出ることができる。 

(借用証書の提出) 

第９条 奨学生は、卒業前に連帯保証人２人と連署して、奨学金借用証書(様

式第７号)を提出しなければならない。この場合において、連帯保証人は第

５条第２項の規定を適用する。 

２ 奨学生が卒業前に奨学金の支給を辞退又は停止されたときは、前項に準じ

て奨学金借用証書を提出しなければならない。 

(返還猶予の申請) 

第10条 条例第13条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、

奨学金返還猶予申請書(様式第８号)を提出しなければならない。 

(死亡届出) 

第11条 奨学生が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、戸籍抄本及び

奨学金借用証書を添えて、直ちに届け出なければならない。 

２ 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに

代わる者は、戸籍抄本を添えて、直ちに届け出なければならない。 

(返還の免除) 

第12条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、

連帯保証人又は遺族保証人が届け出なければならない。 

(その他) 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年７月５日規則第32号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号(第２条関係) 

様式第２号(第２条関係) 

様式第３号(第４条関係) 

様式第４号(第５条関係) 

様式第５号(第７条関係) 

様式第６号(第８条関係) 

様式第７号(第９条関係) 

様式第８号(第10条関係) 

 


